
第５９号議案 

 

和解及び損害賠償の額の決定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

  令和６年６月４日 

 

      提出者 東京都台東区長  服  部  征  夫 

 

（提案理由） 

 この案は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第

１項第１２号及び第１３号の規定に基づき提出します。 



和解及び損害賠償の額の決定について 

 

下記のとおり、和解し、損害賠償の額を決定する。 

記 

１ 和解の相手方 

個人 

２ 和解条項 

(１) 台東区は、適切に事務処理を行わなかったことにより一

部未支給となった平成２７年９月から平成３０年１２月まで

（平成２８年１２月を除く。）の生活保護費に相当する額につ

いて、国家賠償法（昭和２２年法律第１２５号）第１条第１

項の規定による損害賠償金として、相手方に対して、金１５

０万３９４円の支払義務があることを認め、当該損害賠償金

を相手方に支払う。 

(２) 台東区と相手方は、本件に関し、本和解条項に定めるほ

か、何らの債権債務がないことを相互に確認する。 

３ 損害賠償の額 

   １５０万３９４円 


